
６初児生第 11 号 

令和６年８月 27 日 

 

各都道府県教育委員会指導事務主管課長 

各指定都市教育委員会指導事務主管課長 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 長 

附属学校を置く各国立大学法人担当課長       

附属学校を置く各公立大学法人担当課長   殿 

小中高等学校を設置する学校設置会社を 

所轄する構造改革特別区域法第１２条 

第１項の認定を受けた各地方公共団体の担当課長 

各 国 公 私 立 大 学 担 当 課 長 
各 公 私 立 短 期 大 学 担 当 課 長 
各国公私立高等専門学校担当課長  
各都道府県専修学校各種学校主管課長 
各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課長 

厚生労働省医政局医療経営支援課長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 

            

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 

                         千 々 岩  良  英 

                         （ 公 印 省 略 ）                 

文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 学 生 支 援 課 長 

                        桐  生     崇 

                         （ 公 印 省 略 ）          

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課長 

                                                中  安  史  明 

                         （ 公 印 省 略 ）  

 

令和６年度「自殺予防週間」の実施について（通知） 

 

 

 令和６年７月 12 日付け参自発 0712 第１号により厚生労働省から依頼のあっ

た、「令和６年度「自殺予防週間」に向けた啓発活動等の推進について（依頼）」

（別添１）についてお知らせします。 

 「自殺対策基本法」（平成 18 年法律第 85 号）第７条第２項において、９月 10

９月 10 日～16 日は自殺予防週間です。「児童生徒の自殺予防に係る取組について」

（令和６年７月 12 日付け６初児生第９号児童生徒課長通知）等を踏まえ、引き続

き、児童生徒及び学生等の自殺対策に一層御配慮くださるようお願いします。 



日から９月 16 日までの１週間は「自殺予防週間」と位置づけられています。ま

た、同条第３項に基づき、国及び地方公共団体は、この期間に啓発活動を広く展

開するとともに、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとされてい

ます。     

あわせて、「自殺総合対策大綱」（令和４年 10 月 14 日閣議決定）において、

自殺予防週間には、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して『い

のち支える自殺対策』という理念を前面に打ち出し「自殺は、その多くが追い込

まれた末の死である」「自殺対策とは、生きることの包括的支援である」という

認識の浸透も含めて啓発活動を推進すること、また、啓発活動によって援助を求

めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的 

に実施することとされています。貴職におかれては、これらの趣旨を踏まえ、児

童生徒及び学生等の自殺対策に一層御配慮くださるようお願いします。 

また、児童生徒及び学生等の自殺は、８月下旬から９月上旬等の学校の長期休

業明けにかけて増加する傾向があること等を踏まえ、別添のとおり、文部科学大

臣、厚生労働大臣、こども政策担当大臣、孤独・孤立対策担当大臣の連名メッセ

ージ（別添２）及び児童生徒や学生等への文部科学大臣メッセージ（別添３）を

掲載いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、厚生労働省において、自殺予防週間の広報ポスター及びリーフレットを

作成しておりますので、適宜御活用いただきますようお願いいたします（別添４

及び別添５）。 

 所管の学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同じ。）及び域内の教育委員

会等に周知される際には、必要に応じて GIGA スクール構想で整備する１人１台

端末等も活用しながら、児童生徒等に対しても大臣メッセージや相談窓口紹介

動画等が周知されるようお願いいたします。 

 また、各大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校（以下「大学

等」という。）におかれては、各大学等のホームページや SNS を活用するなど、

一人一人に情報が行き渡る手段を確保しつつ、各種相談窓口や相談方法に係る

情報等と併せて、在籍する学生等に対して周知されるようお願いいたします。 

なお、先般、文部科学省より発出した「児童生徒の自殺予防に係る取組につい

て」（令和６年７月 12 日付け６初児生第９号児童生徒課長通知）において、学

校として、保護者、地域住民、関係機関等と連携の上、長期休業明けにおける児

童生徒の自殺予防に向けた取組を積極的に実施するよう依頼したところであ

り、併せて、同通知では昨年度に引き続き、1人１台端末等を活用して、無償・

有償で利用できる健康観察・教育相談システムの一覧とともに、Google フォー

ム又は Microsoft Forms を活用して同様のアンケートフォームを作成するため

のマニュアルをお示ししておりますので、同通知を再度確認し、児童生徒の自殺



予防について御対応をお願いいたします。 

 ついては、このことについて、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管

の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県にあっては所轄の

学校法人及び私立学校に対して、附属学校を置く国立大学法人及び公立大学法

人にあっては附属学校に対して、構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受

けた地方公共団体にあっては認可した学校に対して、厚生労働省にあっては所

管の専修学校に対して、周知を図るとともに、適切に御対応いただきますよう御

指導をお願いします。 

 

 

 

【添付資料】 

・別添１：「令和６年度「自殺予防週間」に向けた啓発活動等の推進について（依

頼）」（令和６年７月 12 日付け参自発 0712 第１号厚生労働省大臣官

房参事官（自殺対策担当）通知） 

・別添２：文部科学大臣、厚生労働大臣、こども政策担当大臣、孤独・孤立対策

担当大臣の連名メッセージ 

・別添３：児童生徒等に向けた自殺予防に係る文部科学大臣のメッセージ 

  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302907.htm 

 

・別添４：令和６年度「自殺予防週間」広報ポスター 

・別添５：令和６年度「自殺予防週間」リーフレット 

     ※なお、厚生労働省において、相談窓口「まもろうよこころ」を周知

する動画を作成しておりますので、御参照下さい。 

      https://youtu.be/X8Agiprw5-E 

 

【参考資料】 

〇「児童生徒の自殺予防に係る取組について」（令和６年７月 12 日付け６初児

生第９号児童生徒課長通知） 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1414737_00008.htm 

 

〇こどもの人権 SOS チャット（令和６年９月２日から運用開始） 

https://kodomochat.jinken.go.jp/browser_chat/jinken/users/sign_in 

 



 

 

 

 
【本件担当】 

＜児童生徒の自殺予防に関すること＞ 
初等中等教育局児童生徒課生徒指導室 
生徒指導企画係 
電 話：03－5253－4111（内線：3298） 

Ｅ－mail：s-sidou@mext.go.jp 

 

＜大学・短期大学・高等専門学校における自殺予防に関すること＞ 

高等教育局学生支援課厚生係 

電 話：03－5253－4111（内線：2522） 

Ｅ－mail：gakushi@mext.go.jp 

 

＜専修学校・各種学校における自殺予防に関すること＞ 

総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室 

電 話：03－5253－4111（内線：2915） 

Ｅ－mail：syosensy@mext.go.jp 



参自発  0712 第１号 

令和６年７月 12 日 

文部科学省 初等中等教育局 児童生徒課 御中 

厚生労働省大臣官房参事官（自殺対策担当） 

令和６年度「自殺予防週間」に向けた啓発活動等の推進について（依頼） 

自殺対策の推進につきましては、平素より格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、「自殺対策基本法」（平成 18 年法律第 85 号）第７条第２項において、９月 10

日から９月 16 日の１週間は「自殺予防週間」と位置づけられています。また、同条第

３項に基づき、国及び地方公共団体は、この期間に啓発活動を広く展開するとともに、

それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとされています。 

あわせて、「自殺総合対策大綱」（令和４年 10月 14日閣議決定）において、自殺予防

週間には国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して『いのち支える自殺対

策』という理念を前面に打ち出し「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自

殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含めて啓発活動を推

進すること、また、啓発活動によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支

援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。 

これらの趣旨を踏まえ、厚生労働省では関係府省庁、地方公共団体、関係団体及び民

間団体等とともに、支援策及び啓発活動を強力に推進することとしており、特に長期休

暇明け前後にはこどもの自殺リスクが高まることから、自殺予防週間に先駆けて長期休

暇期間中から啓発活動を行っていくこととしています。 

ついては、貴府省庁におかれても、自殺予防週間に向けて各種相談支援及び啓発事業

等に積極的に取り組んでいただくとともに、貴府省庁所管の関係機関、関係団体等に自

殺予防週間に向けた取組を呼びかけていただくようお願いいたします。あわせて、下記

についてご協力をお願いいたします。 

記 

１ 広報ポスターの掲示及び広報動画の活用について 

 今年度も引き続き、啓発活動の一環として自殺予防週間に関する広報ポスターを作

成いたしますので、掲示のご協力をお願いいたします。 

ポスターは、７月下旬を目途にお送りする予定ですが、夏季休暇の時期も考慮し、

別添１



自殺予防週間を迎える前（８月）から掲示いただくことが効果的と考えるので、準備

が整い次第、早めに掲示いただくようお願い致します。 

併せて、自殺予防週間に関する広報動画も作成しますので、ＳＮＳ等での情報発信

や関係機関、関係団体への周知につきましてもご協力をお願い致します。 

 

２ 自殺予防週間に実施する取組の登録について 

  貴府省庁が令和６年度「自殺予防週間」にあわせて実施する取組について、別添「登

録様式」により７月 29日（月）までにメールにて登録をお願いいたします。 

なお、登録いただいた取組については今後実施する各種会議や記者発表等の場で取

組事例一覧として配布するほか、厚生労働省ホームページ等での公開を予定していま

す。 

 

＜登録いただく際にご留意いただきたい点＞ 

（１）自殺予防週間に向けて、貴府省庁が主体で実施される取組の登録をお願いいたし

ます。（通年で実施されている取組については登録不要です。） 

（２）貴府省庁の関係団体等に関する取組についても、前記（１）と同様に登録をお願

いいたします。 

   なお、後日公表します取組事例一覧には関係団体等の取組として掲載させていた

だきます。 

（３）複数の出先機関（関係団体等の取組をとりまとめていただく場合も同様）等が共

同で実施される場合は、以下のようにまとめて記載をお願いいたします。 

   

  （記載例） 

   事業名 自殺予防週間における全国一斉相談会 

   概 要 各地で様々な困りごとに対する無料相談会を実施 

       （実施箇所：全国 47箇所の地方■■局） 

 

 

 

 

 

 

【本件連絡先】 
〒100-8916 
東京都千代田区霞が関１－２－２ 

 厚生労働省 社会・援護局 総務課自殺対策推進室 
    電 話：03-5253-1111（内線 2837） 
    担当者：宮本、若松、金谷、井上 

E-mail：jisatsutaisaku@mhlw.go.jp 
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別添２



あなたの声を聞かせてください 

 

 何となく不安を感じたりしていませんか。そんな時は、深呼吸をしたり、

体を動かしたり、人と話をしたりすることで、気持ちの切り替えができること

もあります。 

 悩みをお持ちの方、困っている方は、どうか一人で抱えこまないでくだ

さい。ご家族やご友人など、身近な人に相談してみることで、気持ちが

少し楽になることもあると思います。身近な人に相談しづらい時には、

電話やＳＮＳでの相談窓口もありますので、ぜひ相談してみてください。

匿名でも大丈夫です。 

また、身近な人の様子がいつもと違うと感じた時には、声をかけてみ

てください。その声かけが、不安や悩みを少しでもやわらげることにつな

がるかもしれません。 

特に、こどもは、長期休暇明け前後に、不安を感じたり、悩んだりする

ことがあるかと思います。こどもたちと関わる皆様は、こどもの態度に現

れる小さなサインに気付き、不安や悩みの声に耳を傾けるようにしてくだ

さい。 

 

令和６年８月27 日 

                 厚生労働大臣  

                 文部科学大臣  

                 こども政策担当大臣 

                 孤独・孤立対策担当大臣 

厚生労働省ウェブサイト「まもろうよこころ」 

➤電話やSNSの相談窓口等を分かりやすく紹介 

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ 



 

 

 

https://youtu.be/CiZTk8vB26I https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

 
 

別添３ 



 

 

https://youtu.be/CiZTk8vB26I https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

 
 



 

 



 

 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm
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心がもやもやしたり、ざわついたら、電話やSNSで気軽に相談できます。
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9 月 10日～16日は自殺予防週間です。

別添４



こんな不調や悩みを感じたら

相談してください
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相談先は裏面をご覧ください り
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［ ＃いのちsOS (NPO法人自殺対策支援センタ ー ライフリンク） ］ 

合0120-061-338
月・木・金 0時～24時(24時間） 火～水／土～日6時～24時

［ よりそいホットライン（一 般社団法人社会的包摂サポ ー トセンタ ー） ］ 

合0120-279-338 <24時間）

［ いのちの電話（一 般社団法人日本いのちの電話連盟）
］ 

合0120-783-556
毎日16時～21時 毎月10日 8時～翌日8時(24時間）

合0570-783-556
毎日10時～22時

［ こころの健康相談統ーダイヤル（地方自治体の窓口） ］ 

合0570-064-556
相談対応の曜日・時間は自治体によって異なります。

[ sNS での相談は
］ 

まもろうよこころ
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